
 

 

  

東北労働金庫 

2026 年 6 月 15 日 ver. 

【会員用】賃金控除事務 

『標準事務』マニュアル 

～財形預金を除く～ 

※このマニュアルでは、財形貯蓄預金にかかる業務内容は規定しておりません。 

※マニュアル内では『賃金控除事務支援サービス』を『賃控システム』と表記します。 
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 東北労働金庫では、会員の皆さまに賃金控除事務（まとめ入金事務）をより「安全」かつ「円滑」に 

ご利用いただくため、共通の事務処理方法（以下、『標準事務』）を策定いたしました。 

 本マニュアルは、『標準事務』に基づく実務の手引きとして作成したものです。マニュアルに定めの 

ない事項につきましては、その都度、会員の皆さまとご相談のうえ、対応方法を定めるものといたします。 

 マニュアルは随時更新してまいりますので、最新版をご参照いただきますようお願い申し上げます。 

東北労働金庫  
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マニュアル類

【会員用】賃金控除事務
『標準事務』マニュアル

ろうきん賃金控除事務支援サービス
操作マニュアル

格納場所

東北ろうきんHP

便利につかう
＞ろうきん賃金控除事務支援
サービス（会員・事業主向け）

賃控システム
共通機能＞マニュアル照会

受付時間

操作方法 0120-609-377 平日（※1）9：00～18：00

契約関連 集中事務部 集中事務課 022-227-1207 平日（※1）9：00～17：00

― 管轄営業店の営業時間

内容 お問い合わせ窓口

賃控システム

ヘルプデスク

賃金控除事務（月例・一時金） 管轄営業店

様式類

【賃金控除事務】に関する覚書

まとめ入金給与控除
内容登録依頼書

ろうきん賃金控除事務支援サービス

利用申込書（会員向け）

ろうきん賃金控除事務支援サービス

初期パスワード届出書（会員向け）

ろうきん賃金控除事務支援サービス

ログインID/パスワード初期化・
電子証明書失効等依頼書

賃控システム

共通機能＞マニュアル照会

東北ろうきんHP

便利につかう
＞ろうきん賃金控除事務支援
サービス（会員・事業主向け）

格納場所

■ お問い合わせ窓口 

 

 

 

 

 

 

 

（※1）年末年始（12/31～1/3）および休日を除く月曜日から金曜日。 

 

■ マニュアル類 

 

 

 

 

 

 

■ 様式類 
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1. 賃控システム 

（1） 基本事項 

「賃控システム（Web 更新型）」は、これまで紙の帳票で行っていた事務手続きをオンライン化し、 

インターネット上で完結させるためのシステムです。 

本システムでは電子証明書によるログイン方式（※2）を採用しており、不正ログインや情報漏洩を 

未然に防ぐことで、安全性の高い利用環境を実現しています。 

（※2）指定の電子証明書をインストールしたパソコンからのみログインすることが可能です。 

 

① 利用時間 

平日 8時から 20時までご利用いただけます。 

ただし、メンテナンス等により、利用時間内でもご利用いただけない場合がございますことを 

あらかじめご了承ください。 

利用可能 平日 8：00～20：00 

利用不可 

平日 8：00～20：00以外の時間帯 

土・日・祝休日 

年末年始（12/31～1/3） 

         

 

 

② 承認機能 

賃控システムには、事務ミス防止や内部統制の強化に有効な「承認機能（二重チェック）」が備わって

います。お申込みについては任意となりますが、各団体の事務運営体制に合わせて導入のご検討を

お願いします。 

「承認機能」を導入する際は下記帳票を管轄営業店までご提出ください。 

※オンライン（賃控システム）上ではお申込みいただけません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込帳票 
ろうきん賃金控除事務支援サービス 

利用申込書（会員向け） 
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（２） 新規申込 

    賃控システム新規申込は、下記書類を管轄営業店へご提出ください。ご利用開始時期につきまして

は、管轄営業店よりご担当者さまへ通知させていただきます。 

   

 

 

 

 

 

 

（３） 契約後の管理 

    賃控システムご契約後は、「電子証明書」と「マスターユーザー」等の管理が必要となります。 

   契約管理では主に下記帳票を使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

① 電子証明書の失効・再発行手続き 

パソコンを変更する際は、電子証明書の失効・再発行の手続きをお願いします。 

  【手続きの流れ】 

  1. 「帳票①」のご提出をお願いします。 

  2. 当金庫より失効処理完了をご連絡いたします。（書類を受領した翌営業日以降） 

  3. 賃控システムを使用するパソコンより電子証明書の再発行手続きをお願いします。 

  ※緊急の対応が必要な場合は、集中事務部 （022-227-1207）へお電話ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規申込書類 

【賃金控除事務】に関する覚書 

利用申込書（会員向け） 

初期パスワード届出書（会員向け） ※【厳封】のうえご提出ください。 

給与控除内容登録依頼書 

帳票① 
ろうきん賃金控除事務支援サービス 

ログイン ID/パスワード初期化・電子証明書失効等依頼書 

帳票② 初期パスワード届出書 （会員向け）  ※【厳封】のうえご提出ください。 

提出書類 提出先

書面 原本提出 管轄営業店

提出方法

電子メール
FAX

帳票①

原本は
会員保管

東北労働金庫 集中事務部集中事務課
FAX：022-265-0443
Eﾒｰﾙ：zaikei@tohoku-rokin.or.jp
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② マスターユーザーの初期化 

マスターユーザーの変更やパスワード失念時等は、マスターユーザーの初期化の手続きをお願い 

します。 

   【手続きの流れ】 

   1. 「帳票①」「帳票②（初期パスワード不明時のみ）」のご提出をお願いします。 

   2. 当金庫より初期化完了をご連絡いたします。（書類を受領した翌営業日以降） 

   3. 賃控システムよりマスターユーザーの初期登録をお願いします。 

   ※緊急の対応が必要な場合は、集中事務部 （022-227-1207）へお電話ください。 

   ※一般ユーザーについてはマスターユーザーの操作により削除・登録が可能です。 

 

【初期パスワードを保持している場合】 

 

 

 

 

 

 

 

【初期パスワードが不明な場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２. 『標準事務』による事務運営 

『標準事務』では賃控システム操作と振込による資金授受による事務運営を原則とします。 

これにより、従来の紙の帳票による事務処理から、WEB 活用による安全かつ効率的な事務処理 

への転換を図ります。 

 

（1） 【賃金控除事務】に関する覚書 

賃金控除事務をご利用いただく場合は、「会員」と「東北労働金庫」との間で「覚書」を締結させて

いただきます。「覚書」により運用スケジュールや資金授受方法等を定め、賃金控除事務の安定した

運用をめざします。2026 年度より順次対応を進めてまいります。 

なお、約定内容に変更が生じる場合は、速やかに「覚書」の更新をお願いします。 

 

提出書類 提出先

書面 原本提出 管轄営業店

提出方法

電子メール
FAX

帳票①

原本は
会員保管

東北労働金庫 集中事務部集中事務課
FAX：022-265-0443
Eﾒｰﾙ：zaikei@tohoku-rokin.or.jp

提出書類 提出先

管轄営業店

帳票①
帳票②

東北労働金庫　集中事務部集中事務課
〒980-8661
仙台市青葉区北目町1-15 4階書面

原本提出

帳票②は厳封のうえ

提出ください。

提出方法
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■ 「控除依頼明細【更新】」の注意点 

賃控システム利用開始後、1 回目（※3）の明細を【更新】したい場合（工程①）は、従来通り「まとめ入金

変更依頼書（紙）」のご提出をお願いします。 

（※3）月例の 1 回目に限らず、夏季一時金・年末一時金それぞれの 1 回目を含みます。 

手続き内容 締切日
これまでの処理

（イメージ）

工程①
〈まとめ入金〉データを整備
します。

【締切日】
当日

「まとめ入金登録変更依頼書（紙）」提出

工程②
「控除依頼リスト」を閲覧し、
内容を確認します。

「控除依頼リスト（紙）」受領

工程③
控除依頼内容を確定し、
データを東北ろうきんへ送信
します。

「まとめ入金依頼書（紙）」提出

工程④

組合員より集約（賃金控除、
集金 等）した〈まとめ入金〉の
資金を東北ろうきんへ送金し
ます。

【支給日（入金予定日）】の
2営業日前

・渉外担当者による集金

・指定口座への振込

・窓口処理 　　　　　　　　　　等

工程

【支給日（入金予定日）】の
4営業日前

控除依頼明細

【更新】

データ

【確定・送信】

資金送金

控除依頼リスト

【閲覧】

（２） 『標準事務』の流れ 

『標準事務』は工程①～④で構成され、各工程に締切日を設定します。工程毎の事務処理方法

は該当ページをご参照ください。 

 

■ 『標準事務』の流れ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 賃控システム インフォメーション画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賃控システム【インフォメーション画面】より確認 

月例 1 回目、夏季一時金 1 回目、

年末一時金 1 回目は「まとめ入金

変更依頼書（紙）」で対応。 
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3. 賃金控除事務（月例・一時金） 

各工程のスケジュールは、賃控システム【インフォメーション画面（トップページ）】よりご確認ください。 

 

（１） 控除依頼明細【更新】 工程① 

〈まとめ入金〉のデータを整備する操作を行います。操作方法は、次ページより掲載して 

おります。【更新】データの反映状況の確認方法は（2）控除依頼リスト【閲覧】（P11）をご確認 

ください。 

 項目 操作内容 

㋐新規登録 〈まとめ入金〉に新たな口座を登録する 

㋑変更 登録口座の〈まとめ入金〉金額を変更する 

㋒解除 〈まとめ入金〉から登録口座を解除する 

 

【操作可能期間】 

    

 

 

 

【更新操作禁止期間】 

禁止期間に【更新】操作を行った場合は、【更新】データが正しく反映されません。 

※月例・夏季一時金・年末一時金それぞれの【依頼データ受信】の前営業日から当日の期間は、 

月例・夏季一時金・年末一時金を問わず全ての「控除依頼明細【更新】操作」を行わないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作の開始日 操作の締日 

前回の「データ【確定・送信】」 翌営業日 【締切日】当日 

更新操作禁止期間 

月例・夏季一時金・年末一時金の 

【依頼データ受信】前営業日～当日 

操作の締日 

▼ 

締切日 

 

更新操作【禁止】期間 

▼ 

【依頼データ受信】の前営業日~当日 
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① 新規登録 

〈まとめ入金〉に新たな口座を登録する操作になります。新規登録では口座番号の入力が必要

なため、事前に口座を開設いただくようお願いいたします。 

※賃控システムでは口座を開設いただけません。 
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② 変更 

登録口座の入金額等を変更する操作になります。 
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③ 解除 

〈まとめ入金〉から登録口座を解除する操作になります。この操作により解除した口座を再度

登録する場合は、翌営業日以降に操作を行ってください。同一口座に対し、同日中に「③解除」と

「①新規登録」を重ねて実行するとデータが正しく反映されません。 

※入金グループ変更の場合は同日操作にならないようご注意ください。 

※会員番号変更の場合は管轄営業店にご連絡ください。 

注意

事項 

「㋒解除」した口座の「㋐新規登録」操作は同日中に行わないでください。 

「月例」または「一時金」のいずれか一方のみを解除する場合は「②変更」から操作してください。 



11 

 

 

 

 

（２） 控除依頼リスト【閲覧】 工程② 

賃控システム内に「控除依頼リスト」が格納されます。工程①において更新した内容が反映さ

れたことをご確認ください。閲覧方法等は、次ページより掲載しております。 

東北労働金庫では原則として「控除依頼リスト」（帳票 1）の通り、指定口座へ入金しますので、

会員ご担当者さまは、「控除依頼リスト」（帳票 1）掲載内容と〈まとめ入金〉予定内容（賃金控除予

定内容、集金予定内容等）が合致していることを確認いただくようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

帳票 出力形式 発行頻度 該当ページ 

帳票 1 控除依頼リスト 
PDF 形式

CSV 形式 
毎回 P.14 

帳票 2 控除依頼明細エラーリスト 

PDF 形式 該当明細がある場合 

P.15 

帳票 3 窓口扱い控除内容変更リスト P.15 

帳票 4 控除依頼異動分リスト P.16 
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【リスト確認期間】 

 

 

 

 

 

リスト確認の開始日  リスト確認の締日 

【依頼データ受信】の翌営業日 支給日（入金予定日）の 4営業日前 

閲覧開始日 

▼ 

【依頼データ受信】の翌営業日 

 

確認の締日 

▼ 

【支給日】の 4営業日前 
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帳票 1：控除依頼リスト 

このリストは毎回（月次、一時金）出力されます。東北労働金庫では原則として、「控除依頼リスト」

（帳票 1）に掲載された内容で指定口座に入金します。「控除依頼リスト」（帳票 1）掲載内容と〈まと

め入金〉予定内容との合致を確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な相違内容 対応方法 

相

違

① 

控除依頼リスト（帳票 1）

に掲載されていない 

口座へ入金したい場合。 

■今回の〈まとめ入金〉に反映させることはできません。 

該当口座へ個別に入金（振込）等をお願いします。 

■次回の控除依頼リスト（帳票 1）へ反映させる場合は、今回データの 

確定・送信後に『①新規登録』操作を行います。（P.8） 

相

違

② 

控除依頼リスト（帳票 1）

に掲載された金額を 

変更したい場合。 

■今回の〈まとめ入金〉に反映させることはできません。 

該当口座へ個別に入金（振込）等をお願いします。 

■次回の控除依頼リスト（帳票 1）へ反映させる場合は、今回データの 

確定・送信後に『②変更』操作を行います。（P.9） 

相

違

③ 

控除依頼リスト（帳票 1）

に掲載された口座を 

解除したい場合。 

■今回の〈まとめ入金〉から除外する場合 

【支給日（入金予定日）】4営業日前まで 

▶「入金中止登録」の操作を行います。（P.20） 

【支給日（入金予定日）】3営業日前～当日 

▶今回の〈まとめ入金〉に反映させることはできません。 

該当者と会員の間で調整をお願いします。 

■次回の控除依頼リスト（帳票 1）から除外する場合は、今回データの 

確定・送信後に該当口座の『③解除』操作を行います。（P.10） 

〈まとめ入金〉予定内容と相違がある場合 
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帳票 2：控除依頼明細エラーリスト 

 このリストは「控除依頼リスト」（帳票 1）に反映されていない口座が発生した場合に出力さます。 

エラー内容を確認のうえ、前ページの対応（相違①②③）をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

帳票 3：窓口扱い控除依頼内容変更リスト 

このリストは賃控システム以外で、控除内容を変更した場合（東北労働金庫による変更等）に出力

されます。会員ご担当者さまの対応は必要ございません。 
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帳票 4：控除依頼異動分リスト 

このリストは登録内容に変更があった場合に出力されます。「控除依頼リスト」（帳票 1）の確認および

「控除依頼明細エラーリスト」（帳票 2）の対応をいただいた場合は、会員ご担当者さまの対応は必要ご

ざいません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） データ【確定・送信】 工程③ 

「控除依頼リスト」（帳票 1）のデータを確定し、東北労働金庫へデータ送信します。操作方法は 

次ページより掲載しております。 

※【確定・送信】操作の解除は当日限りとなりますので、操作前に内容の再点検をお願いします。 

【操作可能期間】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作の開始日 操作の締日 

【依頼データ受信】の翌営業日 【支給日（入金予定日）】の 4営業日前 

操作の開始日 

▼ 

【依頼データ受信】の翌営業日 

 

操作の締日 

▼ 

【支給日】の 4営業日前 



17 
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「まとめ入金更新明細書（Web 依頼済み）」 

 

エラーの有無や控除依頼リスト反映結果に関わら

ず、賃控システム内で更新した全ての内容が記載

された帳票です。会員ご担当者さまの対応は必要

ございません。 

「確定・送信」操作当日のみ可能な操作となります。 



19 

 

（４） 資金送金 工程④ 

資金送金の締切日までに、組合員の皆さまから集約（賃金控除、集金等）した〈まとめ入金〉 

資金を東北労働金庫の指定口座へお振込みいただきます。 

 

【資金送金の締切日】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【送金方法】 

 お振込み方法は下記の通りとなります。振込手数料はお客さまにご負担いただきます。 

※送金金額が【確定・送信】金額（P16）と異なる場合は、原則として資金を返金いたします。 

  返金につきましては「賃金控除事務に関する覚書」において指定いただいた口座への振込と 

させていただきます。 

 

 

 

 

資金送金の締切日 

【支給日（入金予定日）】の 2営業日前 15時まで 

送金期日 

【支給日（入金予定日）】2営業日前 15時まで 

※15 時以降にインターネットバンキング操作を行う場合は、操作日の 

翌営業日を振込指定日に指定してください。 

送金金額 

【確定・送信】金額（P.16）と同額 

※金額が相違する場合は資金を返金いたします。 

※一時金の資金は月例の資金と区分して送金ください。 

送金先 

「賃金控除事務に関する覚書」をご確認ください。 依頼人名 

返金先口座 

送金の期日 

▼ 

【支給日】の 2営業日前 

15時まで 
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（５） 〈まとめ入金〉の中止 

控除依頼リスト（P14）に掲載された口座への入金を中止する場合は、下記の操作を行います。 

ただし、【操作可能期間】を経過した場合は、原則として「入金中止」のお手続きは行えませんの

で、会員と当該組合員において資金の調整をお願いします。操作方法は次ページより掲載して

おります。 

  【操作可能期間】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作の開始日 操作の期日 

【依頼データ受信】の翌営業日 【支給日（入金予定日）】の 4営業日前 

操作の締日 

▼ 

【支給日】の 4営業日前 
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4. 賃控システムが使用できない場合 

システムトラブル等により賃控システムが使用できない場合は、管轄営業店までご連絡を 

お願いします。緊急を要する場合等につきましては、手続き方法を「賃控システム操作」から 

「所定様式（紙）授受」へ切替えて対応させていただきます。 

 

 

 

 

 

5. 本部集中処理 

賃金控除事務につきましては、これまでの営業店による事務処理から本部による集中処理へ 

順次移行してまいります。本部集中処理へ移行する際は、管轄営業店よりご案内いたします。 

 

6. その他 

（1） マニュアルの管理 

このマニュアルは東北労働金庫集中事務部業務改革推進課が管理いたします。 

 

附則 

1 このマニュアルは 2026 年 6 月 15 日から施行します。 

 

 

以 上 

提出いただく書類 東北労働金庫より配布する書類 

・まとめ入金登録変更依頼書 

・まとめ入金依頼書 
・控除依頼リスト 


